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法令による危険ドラッグ対策 ３段階の規制

迅速規制可能
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危険ドラッグ

危険ドラッグ



無承認無許可医薬品としての取締

• 人体への摂取を目的とした販売であること

• 医薬品的な効能効果を標ぼうしていること

成分本質、形状、広告、製品名、使用方法等の表示、販売場所、販売方法
等から薬事法第２条第１項第３号中「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼ
すこと」を目的としていると判断できるものは、無承認無許可医薬品に該当す
る。

薬事法第５５条・第２４条違反

（無承認無許可医薬品として取締可能）
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危険ドラッグの販売実態

① 人体摂取目的の販売でないことを強調
② 医薬品的効能効果を明確に広告しない

→無承認無許可医薬品としての
規制が困難
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